
体調不良時の登校について

本人が発熱や倦怠感、喉の違和感などの風邪症状といった

普段と体調が異なる場合 →登校は控える

• 医療機関に電話相談や受診する。→その結果、医療機関がコロナへの罹

患でないと診断されれば、症状がなくなれば登校する。

同居家族に発熱等の風邪症状が見られるが、PCR検査の対

象ではない場合 →登校は控える

• 同居家族の症状がなくなるまでの間、登校は控える。

• ただし医療機関を受診した場合は、受診結果等に応じて対応する。



PCR検査に関わる登校について（＊生徒本人が）

濃厚接触者ではないが

接触者となり検査受診

症状がある

陽性 保健所の指示

陰性 症状がなくなってから3日経過するまで自宅待機

症状がない 結果判明後は保健所の指示

濃厚接触者となり検査受診 自宅待機 結果判明後は保健所の指示

接触者ではないが、発熱等の症状

により検査を受ける

陽性 保健所の指示

陰性 症状がなくなってから3日経過するまで自宅待機



PCR検査に関わる登校について（＊同居家族が）

濃厚接触者となり検査受診 自宅待機 結果判明後は保健所の指示

濃厚接触者ではないが

接触者となり検査受診

症状がある 自宅待機

陽性 保健所の指示

陰性 症状がなくなるまで自宅待機

症状がない 登校可（ただし状況に応じ自宅待機）

結果判明後は保健所の指示

接触者ではないが、発熱等の症

状により検査を受ける

陽性 保健所の指示

陰性 症状がなくなるまで自宅待機


